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貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 老健局 高齢者支援課 

 

今回の内容 
 

 

高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施

減算の取扱いに係るＱ＆Ａの周知について 

計３枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111（内線 ３９９５） 

FAX : 03-3595-3670 
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事 務 連 絡 
令和７年１月 20 日 

 
都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 
中 核 市 

 
厚生労働省老健局高齢者支援課 

 
 

高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係る 

Ｑ＆Ａの周知について 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 
令和６年度介護報酬改定においては、利用者の人権の擁護、虐待の防止等をよ

り推進する観点及び身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、適切な措置

が講じられていない場合に基本報酬を減算する「高齢者虐待防止措置未実施減

算」の新設及び「身体拘束廃止未実施減算」の拡大を行ったところです。 
令和７年４月より一部サービスにおいて身体拘束廃止未実施減算の経過措置

期間が終了することを踏まえ、改めて当該減算の取扱いにつきましてＱ＆Ａを

作成いたしましたので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
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【（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）小規模多機

能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】 

 

○ 身体拘束廃止未実施減算の適用について 

問１ 利用者に対して身体的拘束等をしていない場合においても、身体的拘束等の適正

化を図るための全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の実施）がなされてい

なければ減算の適用となるのか。 

（答） 

減算の適用となる。 

なお、施設系サービス及び居住系サービスにおいても同様である。 

 

問２ 運営指導等で行政機関が把握した身体的拘束等の適正化を図るための措置が講

じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を

適用するのか。 

（答） 

過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が

生じた月」となる。 

 

問３ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

の検討には、三つの要件（切迫性、非代替性、一時性）全てを満たすことの記録が確

認できなければ減算の適用となるのか。 

（答） 

減算の適用となる。 

また、三つの要件については、以下を参考にされたい。 

 「切迫性」とは、利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可

能性が著しく高いこと 

 「非代替性」とは、身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がな

いこと 

 「一時性」とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること 

なお、訪問系サービス及び通所系サービス等について、減算の適用はないが、当該

要件を満たした記録の確認ができない場合は、指導の対象になることに留意されたい。 
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【全サービス（居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売を除く）】 

○ 高齢者虐待防止措置未実施減算の適用について 

問１ 高齢者虐待防止のための研修を年に何回以上行わなければ減算の対象となるか。 

（答） 

「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成 11年

９月 17 日老企第 25号）」等、各サービスの指定基準の解釈通知にてお示ししている虐待

の防止に係る事項の規定を参照されたい。 

 

なお、研修の回数については、サービスによって回数が異なっており、以下の通り。 

・年に２回以上 

（介護予防）特定施設入居者生活介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密

着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福

祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 

 

・年に１回以上 

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリ

テーション、通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）短期入所生活

介護、（介護予防）短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型

訪問介護、地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護、（介護予防）小規模

多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援 


